
財 務 局 評 価

・複数年度契約による安定的な業務の履行と、総合評価方式
　による業務品質の確保・向上が期待できる。
・加えて、複数年度契約による経費削減効果も見込まれるこ
　とから、本方式の採用は妥当であるため、見積額のとおり
　計上する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額 1,571,355 千円

その他 1,571,355 千円 1,524,652

計 画 評 価
(契約制度関係)

・複数年度契約とすることで安定的な人員配置及び各校の児
　童・生徒の状況に合わせた調理方法等の蓄積が図られ、質
　の高い業務履行が期待できることから計画は妥当である。
　なお、長期継続契約も可能である。
・従事者の資格・経験や研修体制等を評価して契約すること
　により、業務の品質の確保・向上が期待でき、安全な給食
　の提供を通じて、障害のある児童・生徒の教育と自立支援
　に資することから、総合評価方式の採用は妥当である。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

16 特別支援学校の給食調理業務委託（教育庁都立学校教育部）
検討対象契約

（種目）
学校給食

千円

事業の概要
・視覚、聴覚、知的障害特別支援学校は平成８年度から、肢体不自由特別支援学校は15年度か
　ら、学校給食調理業務の民間委託を実施している。

現状・課題

・都立特別支援学校で提供する給食には、児童・生徒一人ひとりの障害の状況や機能の発達状
　況等に配慮したきめ細かな調理が求められている。
・児童、生徒やその保護者のニーズに応えるため、より一層安全で持続可能な給食の調理・提
　供を行っていく必要がある。

見 積 概 要
（局評価）

・給食調理業務を履行できる担い手を確保するため、特別支援学校の再編整備に伴う学校数増
　等を考慮して所要額を適切に見積もり、今後とも着実に給食を提供していく。
・平成29年度準備契約からは、より一層の履行の質の向上のため、一部案件に総合評価方式を
  導入し、債務負担行為を含む複数年度契約で実施する。

対応手法 29年度見積額 28年度予算額

債務負担行為 長期継続契約

財 務 局 評 価

・複数年度契約による安定的な業務の履行と、総合評価方式
　による業務品質の確保・向上が期待できる。
・加えて、複数年度契約による経費削減効果も見込まれるこ
　とから、本方式の採用は妥当であるため、一部経費を精査
　した上で、所要額を計上する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額 5,336,508 千円

計 画 評 価
(契約制度関係)

・複数年度契約とすることで安定的な人員配置及び各校の児
　童・生徒の状況に合わせた運行方法の蓄積が図られ、質の
　高い業務履行が期待できることから、計画は妥当であり、
　また、長期継続契約の要件にも該当する。
・運行管理体制や利用者への接遇内容を評価して契約するこ
　とにより、業務の品質の確保・向上が期待でき、安全運行
　及び利用者へのきめ細かな対応を通じてサービス向上に資
　することから、総合評価方式の採用は妥当である。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

現状・課題
・特別支援学校におけるスクールバスは、5,761人（平成27年度実績）の障害のある児童・生徒
　が登下校時に利用しており、より一層安全・安定的な運行及び障害のある児童・生徒に対す
　る質の高いサービスの確保が必要である。

見 積 概 要
（局評価）

・スクールバスの安定的な履行を確保するため、肢体不自由特別支援学校のリフト付きバスに
　ついては長期継続契約を活用し、安定的なサービス提供と経費節減を図る。
・また、価格だけでなく、安全運行や利用者サービスに対する取組等も審査の上、落札業者を
　決定する総合評価方式も合わせて導入し、運行業務に係るさらなる質の向上を図る。

対応手法 29年度見積額 28年度予算額

債務負担行為 長期継続契約 その他 5,353,980 千円 5,094,307 千円

事業の概要
・都立特別支援学校において、学校教育法第78条に規定された寄宿舎設置義務の代替手段とし
　て、障害のある児童・生徒の登下校に必要なスクールバスを運行している。

事業評価票（複数年度契約の活用を図る事業）

15 スクールバスの運行業務委託（教育庁都立学校教育部）
検討対象契約

（種目）
運搬請負
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